
令和３年(２０２１年)１０月６日

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料

教育委員会事務局学校教育課

(第６４号議案）

中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例の一部改正について

１ 条例の目的

この条例は、区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

（療養補償、休業補償、傷病補償、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償）

の補償範囲、金額及び支給方法などの必要事項を定めることを目的としている。

２ 改正理由

今回の改正は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

の基準を定める政令等の一部改正を踏まえ、介護補償の限度額等について改定す

るものである。

３ 改正内容

（１） 介護補償の限度額を政令に定める介護補償の限度額に準じて改定する。

（第１１条関係）

ア 常時介護を要する状態にあり実費を支出して介護を受けた日がある場合

１６５，１５０円 → １７１，６５０円

イ 常時介護を要する状態にあり親族等による介護を受けた日がある場合

７０，７９０円 → ７３，０９０円

ウ 随時介護を要する状態にあり実費を支出して介護を受けた日がある場合

８２，５８０円 → ８５，７８０円

エ 随時介護を要する状態にあり親族等による介護を受けた日がある場合

３５，４００円 → ３６，５００円

（２） 障害補償年金又は遺族補償年金の前払一時金が支給された場合における年金

支給停止期間の算定に用いる利率を改定する。（附則第４条関係）

１００分の５ → 災害発生日における法定利率

４ 新旧対照表

別紙のとおり

５ 実施時期

公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。ただし、上記３（１）エ

及び（２）の規定については、令和２年４月１日から適用する。
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(別紙) 

中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１０条 （略） 第１条～第１０条 （略） 

（介護補償） （介護補償） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 介護補償は、月を単位として行うものとし、そ

の額は、１月につき、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

２ 介護補償は、月を単位として行うものとし、そ

の額は、１月につき、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 介護補償に係る障害（障害の程度に変更があ

った場合は、その月における最初の変更の前の

障害。第３号において同じ。）が常時介護を要

する程度の障害として規則で定めるものに該

当する場合（次号において「常時介護を要する

場合」という。）において、その月に介護に要

する費用を支出して介護を受けた日があると

き（同号に掲げるときを除く。） その月にお

ける介護に要する費用として支出された額（そ

の額が１７１，６５０円を超えるときは、１７

１，６５０円） 

⑴ 介護補償に係る障害（障害の程度に変更があ

った場合は、その月における最初の変更の前の

障害。第３号において同じ。）が常時介護を要

する程度の障害として規則で定めるものに該

当する場合（次号において「常時介護を要する

場合」という。）において、その月に介護に要

する費用を支出して介護を受けた日があると

き（同号に掲げるときを除く。） その月にお

ける介護に要する費用として支出された額（そ

の額が１６５，１５０円を超えるときは、１６

５，１５０円） 

⑵ 常時介護を要する場合において、その月（新

たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除

く。以下この号及び第４号において同じ。）に

親族又はこれに準ずる者による介護を受けた

日があるとき（その月に介護に要する費用を支

出して介護を受けた日がある場合にあっては、

当該介護に要する費用として支出された額が

７３，０９０円以下である場合に限る。） ７

３，０９０円 

⑵ 常時介護を要する場合において、その月（新

たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除

く。以下この号及び第４号において同じ。）に

親族又はこれに準ずる者による介護を受けた

日があるとき（その月に介護に要する費用を支

出して介護を受けた日がある場合にあっては、

当該介護に要する費用として支出された額が

７０，７９０円以下である場合に限る。） ７

０，７９０円 

⑶ 介護補償に係る障害が随時介護を要する程

度の障害として規則で定めるものに該当する

場合（次号において「随時介護を要する場合」

という。）において、その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日があるとき（同号

に掲げるときを除く。） その月における介護

に要する費用として支出された額（その額が８

５，７８０円を超えるときは、８５，７８０円） 

⑶ 介護補償に係る障害が随時介護を要する程

度の障害として規則で定めるものに該当する

場合（次号において「随時介護を要する場合」

という。）において、その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日があるとき（同号

に掲げるときを除く。） その月における介護

に要する費用として支出された額（その額が８

２，５８０円を超えるときは、８２，５８０円） 

⑷ 随時介護を要する場合において、その月に親 ⑷ 随時介護を要する場合において、その月に親
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族又はこれに準ずる者による介護を受けた日

があるとき（その月に介護に要する費用を支出

して介護を受けた日がある場合にあっては、当

該介護に要する費用として支出された額が３

６，５００円以下である場合に限る。） ３６，

５００円 

族又はこれに準ずる者による介護を受けた日

があるとき（その月に介護に要する費用を支出

して介護を受けた日がある場合にあっては、当

該介護に要する費用として支出された額が３

５，４００円以下である場合に限る。） ３５，

４００円 

第１２条～第２９条 （略） 第１２条～第２９条 （略） 

附 則 附 則 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（障害補償年金前払一時金） （障害補償年金前払一時金） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 障害補償年金前払一時金が支給された場合に

おける当該障害補償年金前払一時金に係る障害

補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由

が生じた日の属する月の翌月（当該障害補償年金

前払一時金に係る申出が第２項ただし書の規定

によるものである場合は、当該申出が行われた日

の属する月の翌月）から、その月以後の各月に支

給されるべき障害補償年金の額（当該障害補償年

金前払一時金が支給された月後の最初の障害補

償年金の支払期月から起算して１年を経過する

月後の各月に支給されるべき障害補償年金につ

いては、その額を、災害発生日における法定利率

に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該

各月までの年数（当該年数に１年未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た

数に１を加えた数で除して得た額）の合計額が当

該障害補償年金前払一時金の額を超えることと

なる月の前月まで、その支給を停止する。 

５ 障害補償年金前払一時金が支給された場合に

おける当該障害補償年金前払一時金に係る障害

補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由

が生じた日の属する月の翌月（当該障害補償年金

前払一時金に係る申出が第２項ただし書の規定

によるものである場合は、当該申出が行われた日

の属する月の翌月）から、その月以後の各月に支

給されるべき障害補償年金の額（当該障害補償年

金前払一時金が支給された月後の最初の障害補

償年金の支払期月から起算して１年を経過する

月後の各月に支給されるべき障害補償年金につ

いては、その額を、１００分の５に当該最初の障

害補償年金の支払期月から当該各月までの年数

（当該年数に１年未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加えた

数で除して得た額）の合計額が当該障害補償年金

前払一時金の額を超えることとなる月の前月ま

で、その支給を停止する。 

６ 前項の規定による障害補償年金の支給停止が

終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同

項に規定する支払期月から当該終了する月の翌

月までの期間が、１年以内の場合にあっては当該

障害補償年金前払一時金の額から同項の規定に

より当該障害補償年金の支給が停止される期間

に係る同項の規定による合計額（以下この項にお

いて「支給停止期間に係る合計額」という。）を

６ 前項の規定による障害補償年金の支給停止が

終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同

項に規定する支払期月から当該終了する月の翌

月までの期間が、１年以内の場合にあっては当該

障害補償年金前払一時金の額から同項の規定に

より当該障害補償年金の支給が停止される期間

に係る同項の規定による合計額（以下この項にお

いて「支給停止期間に係る合計額」という。）を
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差し引いた額を、１年を超える場合にあっては当

該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期

間に係る合計額を差し引いた額に災害発生日に

おける法定利率に前項に規定する支払期月から

当該終了する月の翌月までの年数（当該年数に１

年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年

数）を乗じて得た数に１を加えた数を乗じて得た

額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給され

るべき当該障害補償年金の額から差し引いた額

とする。 

差し引いた額を、１年を超える場合にあっては当

該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期

間に係る合計額を差し引いた額に１００分の５

に前項に規定する支払期月から当該終了する月

の翌月までの年数（当該年数に１年未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得

た数に１を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ

当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障

害補償年金の額から差し引いた額とする。 

７ （略） ７ （略） 

第５条～第１０条 （略） 第５条～第１０条 （略） 

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に支給すべき事由が生じた介護補償の額） 

 

第１１条 令和２年４月１日から令和３年３月３

１日までの間に支給すべき事由が生じた介護補

償の額については、第１１条第２項第１号中「１

７１，６５０円」とあるのは「１６６，９５０円」

と、同項第２号中「７３，０９０円」とあるのは

「７２，９９０円」と、同項第３号中「８５，７

８０円」とあるのは「８３，４８０円」とする。 

 

別表 （略） 別表 （略） 

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例に

よる改正後の中野区立小学校及び中学校の学校

医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、

令和３年４月１日から適用する。ただし、新条例

第１１条第２項第４号、附則第４条第５項及び第

６項並びに附則第１１条の規定は、令和２年４月

１日から適用する。 

 

 （経過措置）  

２ 新条例第１１条第２項第１号から第３号まで

の規定は、令和３年４月１日以後に支給すべき事

由が生じた介護補償について適用し、同日前に支
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給すべき事由が生じた介護補償については、これ

らの規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 新条例第１１条第２項第４号及び附則第１１

条の規定は、令和２年４月１日以後に支給すべき

事由が生じた介護補償について適用し、同日前に

支給すべき事由が生じた介護補償については、こ

れらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

４ 令和２年４月１日からこの条例の施行の日（以

下「施行日」という。）の前日までの間において、

この条例による改正前の中野区立小学校及び中

学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例第１１条第２項の規定に

基づく介護補償（同月１日から施行日の前日まで

の間に支給すべき事由が生じたものに限る。）と

して支払われた金額は、新条例の規定に基づく介

護補償の内払とみなす。 

 

 


